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京都市文化観光資源保護財団と 

「遺贈・寄付等への協力に関する協定」を締結！ 

  京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、本日（２０２１年１１月２５日（木））、公益財団法人 京都市

文化観光資源保護財団と「遺贈・寄付等への協力に関する協定」を締結しましたのでお知らせい

たします。 

本協定の締結により、当行は同財団と連携し、遺贈または相続財産の寄付等を希望される

お客さまの社会貢献に対する思いに応えてまいります。 

当行では、今後もお客さまの課題解決や多様化するニーズにお応えできるよう、お客さま

のライフステージに応じたコンサルティング機能の発揮に努めてまいります。 

記 

１．協定内容 

（１）京都市文化観光資源保護財団は、同財団へ遺贈または相続財産の寄付を希望される方に対し

て、相談先として当行を紹介します。 

（２）当行は、ご紹介いただいた方に対し、諸手続きの案内等を行います。また、社会貢献を目的

に遺贈・寄付を検討されているお客さまに対し、京都市文化観光資源保護財団を紹介いたし

ます。 

２．締結日 

２０２１年１１月２５日（木） 

 

＜ご参考＞公益財団法人 京都市文化観光資源保護財団について 

所在地 京都市東山区三条通大橋東二町目７３番地２京都大橋三条ビル３階 

   理事長 和田林 道宜（近畿日本鉄道株式会社代表取締役会長） 

事業内容 

・文化観光資源保護事業に対する助成 
・伝統行事・芸能の保存および執行に対する助成 
・文化観光資源を取り巻く自然環境の保全及び執行に対する助成 
・文化観光資源に関する保護思想および知識の普及向上 
・文化観光資源に関する調査研究ならびに情報の提供  他 

 
以  上 

京都銀行グループでは、従来から「地域社会の繁栄に奉仕する」という経営理念に基づいた企業活動を行
ってまいりました。今後も経営理念のより一層高いレベルでの実践であるSDGs達成に向け、地域の社会
課題の解決に貢献してまいります。 

【SDGs】2015年9月に国連で採択された、経済・社会・環境のあり方についての2030年までの世界
共通目標。17のゴールと169のターゲットで構成されている。 


